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議案第１号（令和８年度熊本県一般会計補正予算（第１号））

（単位：千円）

国支出金 地 方 債 そ の 他

1 警察一般管理費

1 警察施設整備費

46,297,420 13,467 46,310,887 13,467

警察施設費 2,765,812 6,203 2,772,015 6,203

7,264

7,264

職員駐車場に係る土地購入

36,567,434
7,264

30

警察費　計

30
･ 年末調整事務等のシステム改修に要する経費

令和８年度６月補正予算県議会説明資料

　歳　出　

【　警　察　費　】

事項別
明細書
頁 数

目 名 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

説 明特 定 財 源
一般財源

警察本部費 36,560,170
所得税制度の改正等に伴うシステム改修

・八代警察署職員駐車場の通路部分に係る土地購入
　に要する経費

7,264

6,203

6,203
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（単位：円）

事　業　名

警察施設維持管理費 1,103,494,000 166,415,413

警察施設整備費（単独事業） 1,287,280,000 80,087,318

2,390,774,000 246,502,731

資材の入手難等
（山都警察署空調設備改修工事等に係る資
材の入手難等により年度内完了が困難）

繰  越  の  理  由

令和７年度熊本県一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について（報告第１号）

議 案
頁 数

款 項 予 算 額 翌年度繰越額

警察費 警察管理費54

計画・設計に関する諸条件
（県庁舎ファン等改修工事等の施行内容に
ついて関係機関との調整に日数を要したこ
とにより年度内完了が困難）

警　察　費　計
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報告第 １８ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和８年６月５日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

専第 ９ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和８年５月２３日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解 の相手 方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

１ 

令和７年１１月２４日 

熊本市中央区黒髪地内 
 

個 人 

（車両所有者） 

自転車 

２４，６４０円 当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

２ 
 

令和７年１２月２日 

荒尾市西原町地内 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車 

４４０，３６３円 

３ 

令和７年１２月１０日 

熊本市東区尾ノ上地内 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車 

４６，０３０円 

４ 

令和８年１月８日 

熊本市北区植木町地内 

熊本日野自動車

株式会社 

（車両所有者） 

普通乗用車 

６６，２２０円 
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５ 

令和８年１月１０日 

阿蘇郡産山村大字大利

地内 

 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車 

１，３２２，２１０円 

 

 

 医療法人 

社団坂梨会 

（車両所有者） 

普通乗用車 

１，５５８，５００円 

 

６ 

令和８年３月１７日 

熊本市東区月出地内 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車  

２１７，８３３円 

 

 

 

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和 解 の 相 手 方 

相手方の車両等 
和  解  事  項 

７ 

令和７年１１月１２日 

天草市古川町地内 

個 人 

（車両所有者） 

軽乗用車 

当事者双方は、今後本件に関して、

裁判上又は裁判外において一切の異

議及び請求の申立てをしないこと。 
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　　　　　　　　　　　　　専決処分の報告について　　　　警察本部 
 

報告第１８号

番号
和解及び損害賠償 過失割合、損害額及び過失相

事　故　の　状　況
 

の相手方 殺後の賠償額

  １ 個　人 県：相手方＝７０：３０ 　令和７年１１月２４日午前９時３３分
 （車両所有者） 頃、熊本市中央区黒髪地内において、警

 県　　　　   　　　　　０円 ら中の熊本中央警察署員運転の公用車が
 相手方　　　３５，２００円 直進中、右方の安全不確認により、右側

脇道から左折進行してきた相手方自転車
    　　　　２４，６４０円 に衝突したもの

  ２ 個　人 県：相手方＝１００：０ 　令和７年１２月２日午前１０時４４分
 （車両所有者） 頃、荒尾市西原町地内において、交通取

  県　　１，６５７，１８３円 締中の荒尾警察署員運転の公用車が、違
 相手方　　４４０，３６３円 反車両を追跡する際、急発進によりハン

ドル操作が不能となり、相手方車両に衝
    　　　４４０，３６３円 突したもの

  ３ 個　人 県：相手方＝１００：０ 　令和７年１２月１０日午前８時１５分
  （車両所有者） 頃、熊本市東区尾ノ上地内において、業

  県　　　　　　　　　　０円 務中の熊本東警察署員運転の公用車が駐
 相手方　　　４６，０３０円 車場から移動しようと後退する際、後方

の安全不確認により、駐車中の相手方車
    　　　　４６，０３０円 両に衝突したもの

  ４ 熊本日野自動車 県：相手方＝１００：０ 　令和８年１月８日午後３時５分頃、熊
 株式会社 本市北区植木町地内において、業務中の

 （車両所有者） 県　　　　   　　　　　０円 交通機動隊員運転の公用車（大型自動二
 相手方　　　６６，２２０円 輪車）が交差点を右折する際、前方不注
 意により、停車中の相手方車両に衝突し

    　　　　６６，２２０円 たもの

  ５ 個　人 県：相手方＝１００：０ 　令和８年１月１０日午前７時１０分
（車両所有者） 頃、阿蘇郡産山村大字大利地内において、

  県　　　　１，６１７，９４４円 業務中の阿蘇警察署員運転の公用車が、
  医療法人 相手方①　１，３２２，２１０円 路面凍結に気づかず、同所で立ち往生し

 社団坂梨会 相手方②　１，５５８，５００円 ていた第２当に衝突し、第２当が同じく
 （車両所有者） 立ち往生していた第３当に衝突したもの

  　　　　２，８８０，７１０円 　

  ６ 個　人 県：相手方＝１００：０ 　令和８年３月１７日午後６時２０分
 （車両所有者） 頃、熊本市東区月出地内の駐車場におい

 県　　　　　　　　　　０円 て、業務中の熊本東警察署員運転の公用
相手方　　２１７，８３３円 車が後退して駐車する際、後方の安全不

確認により、駐車中の相手方車両に衝突
          ２１７，８３３円 したもの

  ７ 個　人 県：相手方＝１０：９０ 　令和７年１１月１２日午前１１時２５
 （車両所有者） 分頃、天草市古川町地内において、業務

 県　　　　１２２，７３３円 中の牛深警察署員運転の公用車が、駐車
相手方　　１００，０００円 しようと停車した際、周囲の安全不確認

により、別の駐車枠から後退してきた相
    　　　　　　　　　０円 手方車両から衝突されたもの
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